
簡易給水施設新設工事又は修繕工事の流れ

手続きの流れは下図のとおりです。
※交付決定を受ける前に実施した場合は補助金の交付対象とはなりません。

（提出書類）

・申請書（様式1）

・関係者名簿

・申請箇所図及び配管図等

・事業費見積書

（提出書類）

・実績報告書（様式3）

・支払いを証する書類（領収書等）

・施工写真（着工前・施工状況・完成）
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